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第１章 はじめに 

１ 目的 

国および地方公共団体等が所有する公共施設およびインフラは、高度経済

成長期以降に集中して整備されてきたことから、施設の老朽化に伴い、今後大

量に更新時期を迎える一方、厳しい財政状況や人口減少等により施設の利用

需要も変化しており、今後の公共施設等のあり方が、全国的に大きな課題となっ

ています。 

かつらぎ町においても日本の経済成長に伴い、昭和４０年代半ばから昭和５０

年代にかけて多くの公共施設やインフラを建設・整備してきました。現在ではこれ

らの施設の老朽化が進行し、次々と更新の時期を迎えることから、維持管理費に

加え、改修や更新にかかる経費が財政を圧迫するものと予想されます。 

今後、人口減少や少子高齢化が進み、財政的にも厳しい状況が続くと予測さ

れることから、今ある全ての公共施設等を維持したまま更新等をし続けることは困

難であり、公共施設等の老朽化対策は喫緊の課題となっています。 

このような状況を踏まえ、公共施設等の利用需要の変化や、全体の状況を把

握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことに

より、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現す

ることを目的に、「かつらぎ町公共施設等総合管理計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、平成２５年１１月にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連

携会議で決定された「インフラ長寿命化基本計画」において地方自治体にも策

定を義務付けている「インフラ長寿命化計画（行動計画）」に該当するもので、平

成２６年４月に総務省が策定した「公共施設等総合管理計画の策定にあたって

の指針」に基づき策定するものです。 

 

３ 計画の対象範囲 

本町が保有する「公共施設」及び道路や橋りょう等の「インフラ」を対象とします。 

図１－１ 計画の対象範囲 
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第２章 公共施設等を取り巻く状況 

１ 人口の動向及び将来の見通し 

かつらぎ町の人口は減少を続けており、全国や和歌山県計以上に少子高齢

化が進行しています。国立社会保障・人口問題研究所の推計（国勢調査ベース）

によると、平成２７年の国勢調査人口は１６，９９２人であるのに対し、平成４２年に

は１２，２９２人、平成５２年には１０，６４２人、平成７２年には６，７７３人にまで減少

すると予測されています。 

 

図２－１ 総人口の比較（社人研推計、シミュレーション１・２、独自推計） 

 

                                  資料：『かつらぎ町人口ビジョン』より 

パターン１  社人研推計準拠による場合（合計特殊出生率 2020 年：1.20、2025 年～

2030 年 1.18、2035 年～1.19） 

シミュレーション１ 合計特殊出生率が 2030 年までに 2.1 まで上昇すると仮定した場合 

シミュレーション２ 合計特殊出生率が 2030 年までに 2.1 まで上昇し、かつ純移動率 

ゼロで推移すると仮定した場合 

独自推計  2022 年に 17,000 人の人口規模を維持するとした場合 

  

(H22）   (H27 )   (H32 )   (H37 )   (H42 )   (H47 )   (H52 )   (H57 )   (H62 )   (H67 )   (H72 )
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本町の高齢化率は既に３割を超え、超高齢化社会となっています。今後、高

齢者人口は微増から微減となる一方、総人口の減少にともない、高齢化率は将

来的には４割を超える水準にまで増加することが予想されます。年少人口割合が

１割程度であることも考慮すると、生産年齢人口とそれ以外の人口比はほぼ１対

１であり、１人が１人を支えなくてはならない状況となります。 

総人口の減少に伴い、公共施設やインフラの維持管理についても、利用人口

が減少することで、維持管理費等の財政負担が過大となることが考えられます。 

将来的には、生活・福祉サービスなどを一定のエリア内に集約したコンパクトで

持続可能なまちづくりも含め、長期的な視点での検討が求められます。 

 

 

図２－２ 推計パターン別にみた年齢３区分別人口（※１）比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 【年齢３区分別人口】年少人口（0～14 歳人口）、生産年齢人口（15～64 歳人口）、老年人口（６５

歳以上） 

資料：『かつらぎ町人口ビジョン』より 
国提供人口推計用ワークシート  
（社人研推計・日本創成会議推計） 

（H22） （H32） （H42） （H52） （H62） （H72） 
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図２－３ 人口の減少段階（社人研推計準拠） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：『かつらぎ町人口ビジョン』より 

 

 

２ 財政状況 

歳入歳出決算額ともに、平成１２年度から平成２０年度までは年々減少してい

ましたが、平成２１年度以降は増加しています。これは国の経済対策交付金や合

併特例債・過疎対策事業債などの町債を財源とした投資的経費が増加したこと

によるものです。 

歳入面では、町税収入が年々減少しており、生産年齢人口の減少により、今

後も収入の増加が見込めない一方で、歳出面では、町債にかかる元利償還金

の増加が見込まれます。 

 また、地方交付税については、平成１８年度から合併算定替による普通交付税

の特例措置を受けてきましたが、平成２８年度以降は段階的に縮減され、平成３

３年度には完全に終了します。さらに、元利償還金の７０％が交付税措置される

合併特例債の発行期限が平成３２年度までとなっており、町村合併による財政

支援が平成３３年度からは全てなくなります。 

これらを見据えた上で、財源の確保と今後一層のコスト削減が課題となってい

ます。 

  

 

（H22） （H32） （H42） （H52） （H62） （H72） 



5 

 

資料：地方財政状況調査より 

 

 

資料：地方財政状況調査より 

図２－４ 普通会計歳入決算額の推移 

図２－５ 普通会計歳出決算額の推移 
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※１ 【実質的な単年度収支】単年度収支から実質的な黑字要素（財政調整基金積立金、歳計剰余金

処分による積立額、地方債繰上償還額）や赤字要素（財政調整基金取崩額）を加減したもの。 

図２－６ 普通会計収支及び基金現在高の推移

図２－７ 普通会計町債残高等の推移 

（※１） 
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図２－８ 人口減少と合併算定替終了による普通交付税・臨時財政対策債の見通し 

 
 

 

図２－９ 合併算定替のイメージ 

 

  

×０．９
×０．７

×０．５
×０．３

×０．１

18年度～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

合併算定替による増加額

新かつらぎ町
一本算定

（合併後の新団体
により算定した額）

旧かつらぎ町

旧花園村

合併後１１年目から段階的に縮小
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第３章 公共施設等の現況 

１ 公共施設の現況 

本計画で対象となる公共施設を平成２８年３月末現在で用途別に分類し、下

記のように区分しました。 

 

表３－１ 施設分類と主な施設 

 

区
分 大分類 中分類 主な施設

行政系施設 庁舎等 町役場庁舎、花園支所庁舎

消防施設 消防庫、水防庫

その他行政系施設 防災センター

学校教育系施設 学校 小学校、中学校

公営住宅 公営住宅 町営住宅、定住促進住宅、コニュニティ住宅

公園施設 公園 便所

供給処理施設 供給処理施設 不燃物中間処理場、し尿処理場

子育て支援施設 幼保・こども園 幼稚園、保育所、こども園

幼児・児童施設 児童館

保健・福祉施設 高齢者施設 地域福祉センター、老人憩いの家

高齢者生活福祉センター

保健施設 保健福祉センター、花園保健センター

医療施設 医療施設 天野診療所

市民文化系施設 集会施設 集会所、地域交流センター

文化施設 かつらぎ総合文化会館

社会教育系施設 公民館等 公民館、川上酒かつらぎ文化伝承館

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 スポーツ施設 かつらぎ体育センター

かつらぎ公園スポーツセンター

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・ 金剛緑地広場、花園守口ふるさと村

観光施設 ゲートボール施設

産業系施設 産業系施設 ふれあい会館、選果場、あんぽ柿加工処理施設

かつらぎ西ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ上り線地域振興施設

その他 その他 かつらぎ斎場、公衆便所、旧小中学校

※大分類は総務省より提示されている分類とする。

公
　
共
　
施
　
設
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本計画が対象とする公共施設の内、建築物の総量は、平成２８年３月末現在

において２２０施設、延床面積１３６，７３６㎡です。 

用途別では、学校（２８，４７３㎡、２０．７％）が最も多く、公営住宅 （２６，０１５

㎡、１９ .０％）、産業系施設（１７，７８９㎡、１３．０％）、幼保・こども園  （１１，２９３

㎡、８．３％）、集会施設（７，８０９㎡、５．７％）の順になっています。 

図３－１ 公共施設の内訳

 

 

      これらの施設は、古い施設から老朽化の度合いに応じて順次大規模改修や

建替えが必要となります。 一般に鉄筋コンクリート造の建物については、建築

後３０年程経過すると大規模改修が、建築後６０年程度経過すると建替えが必

要になると言われていますが、平成２７年度末で建築後３０年以上経過している

建物が全体の半数にも上り、現状のままでは、１０年後には７割の施設が建築後

３０年以上となります。 

本町では、南海トラフの巨大地震等に備え、人命を守ることを最優先とした

「安心・安全な住まいづくり・まちづくり」を実現するため、「かつらぎ町耐震改修促

進計画」を策定し、対策を進めています。 

公共施設耐震化の状況をみると、全体の５２．３％が新耐震基準（昭和５６年施行）

による建築で、残りの４７．７％が旧耐震基準による建築となっています。新耐震

基準による耐震化不要の施設及び耐震化実施済の施設は全体の６４．３％とな

っており、耐震化未実施施設のうち、今後も引き続き使用する施設については、

利用者の安全確保の観点から、耐震補強等の対策を検討する必要があります。 
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図３－２ 公共施設年度別整備状況 

  

 

 

 

笠田中学校建設 

総合文化会館建設 

笠田小学校建替 

渋田小学校建替 

妙寺小学校建替 

図３－３ 経過年数別延床面積 
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 本町の平成２２年度人口一人あたりの公共施設延床面積は６．８８㎡であり、類

似団体５．２４㎡の１．３倍となっています。さらに、平成２７年度には一人あたり７．

７６㎡と増加しています。 

 

 

資料：公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用の比較分析に関する調査結果 

（平成 24 年 3 月総務省） 

 

２ インフラの現況 

生活や産業の基盤であり、住民の生活や地域の経済活動を支えているインフ

ラは、町道８３２路線、橋りょう３６６橋など、次の表のとおりです。なお、これらの構

築物の中には建設後５０年を経過しているものもあり、今後老朽化が進行し、多

額の財政負担が発生することが予想されます。 

 

 

平成28年3月末現在

区　　分 保　　有　　量 備　　　　　　考

町　道 ８３２路線 うち自転車歩行者道

（実延長４３６，４３８ｍ、面積１，８８７，９６５㎡） （実延長２，２７７ｍ、面積５，０２５㎡）

橋りょう
３６６橋
（６，０１８．６ｍ、面積３１，８３７．４１㎡）

うち橋長１５ｍ以上８６橋

上水道 管路：総延長２０６，６９４ｍ 上水道普及率：８９．６％

（導水管７，２５５ｍ、送水管１６，７４９ｍ、 その他上水道施設（浄水場、

　配水管１８２，６９０ｍ） ポンプ場、配水池、ろ過池等）

下水道 管渠：総延長６２，０８９ｍ 下水道普及率：３５．７％

（汚水管６１，７３５ｍ、雨水管３５４ｍ）

表３－２ 主なインフラの状況 

図３－４ 人口一人あたり延床面積 
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第４章 公共施設等の将来の見通し 

１ 改修・更新費用推計の前提条件 

公共施設、道路、橋りょう及び上下水道管について、下記の前提条件に基づ

き、一般財団法人地域総合整備財団が提供する「公共施設等更新費用試算ソ

フトＶｅｒ．２．１０」（以下：試算ソフト）により平成２８年から平成６７年まで４０年間の

改修・更新費用の推計を行いました。 

 

（１）公共施設 

【試算の主な前提条件】 

・平成２８年３月末現在と同じ延床面積を維持 

・建設から３０年後に大規模改修を行い、６０年後に建替 

・大規模改修は２年間、建替えは３年間かけて実施  

・平成２８年３月末で、建築後３１年以上５０年未満経過している施設は平成２８

年度から１０年間で均等に大規模改修。 

・５０年以上経過している施設は建替えの時期が近いので大規模改修は行わ

ず、６０年経過後に建替。 

・既に６０年以上経過している施設は平成２８年度から１０年間で均等に建替 

 

 

（２）インフラ 

【試算の主な前提条件】 

・橋りょうは６０年、下水道管は５０年経過後に更新 

・道路（耐用年数１５年）及び上水道管（耐用年数４０年）は、保有量を耐用年

数で割った数量を毎年度更新 

 

＜更新単価　（試算ソフトの初期設定値より）　＞

用途分類

市民文化系施設、社会教育系施設、産業系施設、医療施設、行政系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設、保健・福祉施設、供給処理施設、その他 20 万円/㎡ 36 万円/㎡

学校教育系施設、子育て支援施設、公園 17 万円/㎡ 33 万円/㎡

公営住宅 17 万円/㎡ 28 万円/㎡

大規模改修 建替え

＜更新単価　（試算ソフトの初期設定値より）　＞

用途分類 舗装打換え

一般道路 4,700円/㎡

自転車歩行者道 2,700円/㎡
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２ 将来の改修・更新費用の推計 

（１）公共施設 

図４－１ 将来の改修・更新費用の推計（公共施設） 

試算の結果、平成２８年度から４０年間の改修・更新費用は総額約５４１億７千

万円（年平均約１３億５千万円）となります。公共施設にかかる投資的経費の過

去１０ヶ年平均は１０億７千万円となっており、試算ソフトで推計した将来負担費

用の年平均１３億５千万円は年平均実績の１．２６倍に相当します。 

用途分類 橋長15ｍ以上 橋長15ｍ未満

PC橋、RC橋、その他 425千円/㎡ 400千円/㎡

鋼橋 500千円/㎡ 500千円/㎡

用途分類

上水道

下水道

導水管・送水管・配水管

100～923千円/ｍ

61～295千円/ｍ
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また、平成２３年度と平成２４年度は笠田小学校・妙寺小学校・渋田小学校の

建替え、平成２７年度は佐野こども園・三谷こども園の整備、妙寺団地建替え、

花園ふるさとセンター建替えなど大規模事業が重なったことから、投資的経費が

多額になっています。 

この１０年間は国の経済対策交付金や合併特例債・過疎対策事業債などを活

用した施設整備が多く行われてきたこともあり、今後とも同様な公共施設整備へ

の投資を行うことは、財源の確保が困難な状況が予測されます。 

 

 

図４－２ 公共施設に係る投資的経費 

 

 

 

  

過去１０ヶ年の平均 １０億７千万円／年 
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（２）インフラ 

図４－３ 将来の改修・更新費用の推計（インフラ） 

 

 

試算の結果、平成２８年度から４０年間の改修・更新費用は総額約４９６億５千

万円（年平均約１２億４千万円）となります。インフラにかかる投資的経費の過去１

０ヵ年平均は約８億６千万円であり、将来負担費用の年平均１２億４千万円は年

平均実績の１．４４倍に相当します。 

既存の道路、橋りょう、上水道管の老朽化に加え、昭和６０年頃から整備の始

まった下水道管が平成５０年頃から次々に更新時期を迎えることから、費用の増

加が予想され、長寿命化を図る必要があります。 
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図４－４ インフラに係る投資的経費

 

３ 持続可能な公共施設保有面積の推計  

人口の減少により収入の増加が見込めない中では、現在ある施設をすべて

更新することは困難です。行政サービス水準の維持と安定した財政運営のため

に、持続可能な公共施設保有面積の推計を次のとおり行いました。 

 

 （１）改修・更新費用で考えた場合 

 ①現在の公共施設にかかる投資的経費が確保できるとした場合、 

確保可能な財源の試算 １０億７千万円／年 

 ②将来の改修更新費用の試算 １３億５千万円／年  

（今後４０年間の総額５４１億７千万円） 

①と②より、将来も同程度の投資が可能であるとした場合でも、現在保有する

公共施設の面積を約２１％削減する必要があることになります。 

  

過去１０ヶ年の平均８億６千万円／年 
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（２）長寿命化により更新までの年数を長くして費用を圧縮した場合 

・建設から３５年後に大規模改修を行い、６５年後に建替した場合 

 将来の改修更新費用の試算 １１億７千万円／年 

（今後４０年間の総額４７０億円） 

  計画的な予防的保全により長寿命化を行った場合でも、将来負担費用は

年平均実績の約１．０９倍となり、保有する面積を約９％削減する必要があるこ

とになります。 

 

図４－５ 長寿命化による公共施設改修・更新費用の推計 
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第５章 公共施設等の管理に関する基本方針 

１ 計画期間 

平成２９年度から平成３８年度までの１０年間とします。なお、必要に応じて適

宜見直しを行うこととします。 

 

２ 取組体制 

公共施設等を総合的かつ計画的に管理するため、全庁的な取り組み体制を

構築し、各公共施設等管理担当課及び管財担当課、財政担当課で随時情報

共有を行い、各関係課がそれぞれの役割を発揮しながら取組を進めます。 

 

３ 現状と課題 

国立社会保障・人口問題研究所の推計（国勢調査ベース）によると、本町の

人口は平成５２年には平成２７年と比べ３７％減少すると推計されています。今後、

人口減少に伴い町税・地方交付税等一般財源収入の減少が予測され、公共施

設の維持に関する財源確保はますます厳しくなることが予測されます。 

また、高齢化に伴う義務的経費が増加することから、限られた財源を用いて住

民サービスに不可欠な施設を適切に管理していくためには、総量の抑制が必要

となります。 

昭和５５年には人口の２割を占めていた年少人口（０～１４歳）の比率が３０年

後の平成２２年には１割となり、保育・学習環境維持向上のため、小学校の統廃

合、幼保一元化を進めてきました。 

今後さらに総人口及び年少人口割合の減少が予測されており、人口構造の

変化や施設の老朽化等を考慮しながら住民のニーズの変化に対応した公共施

設のあり方を検討することが課題となっています。 

また、試算結果より、公共施設については、現在の財政状況と人口減少を勘

案すると、今後４０年間に更新費用を２０％程度削減することが必要と考えられま

す。 

半数の施設が建築後３０年を経過し、既に大規模改修が必要な時期を迎えて

いるのに加え、１０年後には建替えが必要な施設が増加してくることから、この１０

年間は将来の更新時期に備えて継続・重点化する施設を選別する期間と捉え、

施設の長寿命化を図るとともに、安定した財政運営と次代のまちづくりに向けて、

遊休施設の処分や施設の複合化等について検討する必要があります。 
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４ 基本的な考え方 

公共施設の効率的な運営を行うため、地域の特性やバランスに配慮するととも

に、財政状況などを考慮しながら、適正な配置と整備、活用促進を図ることを基

本とします。 

新たな公共施設の整備にあたっては、住民ニーズを的確に把握し、既存施設

との機能分担、事業の効果や効率性、必要性などを総合的に勘案したうえで整

備を行います。 

老朽化した施設については、住民の安全性・利便性を考慮し、適切なサービ

スが提供できるよう、必要に応じて再整備・長寿命化を検討します。 

既存の公共施設については、時代の変化や住民ニーズを的確に捉え、サー

ビスの低下を招かないよう配慮しながら、施設の連携強化や機能分担・転換によ

る利活用と効率的な管理運営に努めます。 

また、公正公平な料金体制の維持や、住民ニーズに対応した運営方法の見

直しを図るとともに、町が所有する資産の活用状況について検証を行い、遊休資

産の売却や貸付などによる税外収入の確保をはじめ、町有資産の新たな活用方

法を検討します。 

インフラについては、住民生活を支える基盤であることから、一度整備した施

設を廃止することは困難ですが、将来を見据えた予防的な維持管理・保全を徹

底し、長寿命化することでライフサイクルコストの削減を図ります。 

また、施設整備及び維持管理については、更新時期の平準化や管理手法の

見直しを行います。 

これらのことを踏まえ、次の３項目をかつらぎ町公共施設等総合管理計画の基

本目標とし、対策を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○基本目標 

１ 施設の予防保全による長寿命化 

２ 施設の効率的かつ効果的な管理運営 

３ 施設の適正配置と総量の削減 
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５ 具体的な管理の実施方針 

（１）点検・診断等の実施方針 

   一定の用途・規模を満たす公共建築物については法定点検が義務付けら

れていますが、法定点検を義務付けられていない建築物等についても定期的

に施設調査により劣化の状況や利用状況等を点検し、不具合箇所の早期発

見による機能・性能の維持に努めます。また、必要に応じて専門技術者による

診断を実施します。 

   インフラは、インフラ長寿命化計画（個別施設計画）など国から示される技術

基準等に準拠しつつ、適正に点検・診断等を実施します。 

 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

公共施設等の機能を維持するうえで必要となるメンテナンスは、施設の規

模、設置環境、利用状況等によって大きく異なりますが、予防保全型維持管

理（※１）を取り入れ、健全な状態を維持しながら長寿命化を図ることで、トータ

ルコストの縮減・平準化を目指します。また、更新に際しては施設の必要性を

精査し、更新することとします。 

公共施設の維持管理・運営においては、行政責任や住民サービスの維持

向上に留意しつつ、効果やコスト等の分析をした上で、外部委託をはじめとし

た様々な手法による民間の持つノウハウや施設の活用を含め、最も効果的な

手法を検討します。 

インフラは、随時劣化状況等を把握しながら効率的な維持管理・修繕・更

新等に努めます。また、各種法令に基づく点検結果による是正事項について

は、適切な対応を行います。 

 

（３）更新費用・管理運営費の財源確保 

  将来的な利用が見込めず、売却等が可能と判断される資産が生じた場合に

は、適切に売却処分を進めます。また、土地の形状や法規制等の理由により

早期の売却が困難な資産については、民間等への積極的な貸付による資産

の有効活用を図ります。 

  公共施設等の余裕空間については、建物の性能や利用状況を勘案したう

えで、周辺施設の機能集約や民間等への貸付による有効活用を図ります。 

  庁舎・学校など大規模な施設の更新にあたっては、補助制度や地方債制度

を活用したとしても多額の一般財源を必要とするため、基金の積み立てにより

建設財源の確保を図ります。 

※１ 【予防保全型維持管理】損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕等を実施することで、機能の

保持・回復を図る管理手法をいう。 
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（４）安全確保の実施方針 

点検・診断の結果による施設の基本性能に関わる不具合箇所は、応急処

置を行い、早期に対応を図ります。各種点検結果等は、一元管理・情報共有

するため、固定資産台帳とあわせてデータベースとして適正に管理し、活用し

ます。 

 

（５）耐震化の実施方針 

    「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき公共施設の耐震化を実

施し、平常時の安全だけでなく、災害時の拠点としての機能確保を図ります。 

また、災害時の救援・支援活動や物資輸送活動を支える道路の機能強化を

図るため、定期点検等の結果に基づき、橋りょう、道路付属施設等の補修・補

強を進めます。 

ため池等の農業施設や、上下水道施設等についても、それぞれ必要な耐震

対策を進めます。 

 

（６）長寿命化の実施方針 

長寿命化対策では、修繕や改修により機能維持を図るだけではなく、住民

のニーズに応える付加価値を高めることが重要となります。 

将来の人口推移や財政状況を踏まえながら、既存施設の積極的な有効活

用を進めるとともに、予防保全型の計画的な維持管理により、長寿命化を図り

ます｡ 

インフラについては、点検・診断結果に基づき、適切な修繕・更新等を行うこ

とで長寿命化を図ります。 

 

（７）統合や廃止の推進方針 

公共施設等の利用状況や耐用年数等を踏まえ、維持管理経費などを精査

した上で、必要なサービス水準を確保しつつ総量の縮減を図ります。 

更新にあたっては統廃合、施設の複合化、類似機能の共有化及び国や県、

近隣市町村との広域連携を検討します。 

また、老朽化等により用途が廃止され、今後とも利用見込のない施設等につ

いては、原則として、売却を進めます。 

 

（８）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

   公共施設の老朽化問題については職員全員が問題意識を持ち、理解して

取り組むべき課題です。そのため、職員一人ひとりが基礎知識を習得し、コスト

意識を全体化していくとともに、担当職員の技術力向上を図るなど人材の育成に努

めます。 
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６ フォローアップ 

本計画は、今後の施設の利用状況や社会環境の変化、長期総合計画などの

上位計画に合わせて、適宜見直しを行います。 
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第６章 施設類型ごとの管理に関する基本方針 

１ 庁舎・消防施設等 

（１）現状 

町役場本庁舎は、昭和３３年のかつらぎ町発足後間もなく建築され、花園支

所庁舎についても建築後３６年が経過しており、老朽化が進んでいます。 

消防納庫等は、老朽化した建物から順次建替えを行っています。 

（２）今後の方針 

・行政機能の中枢及び災害時の防災拠点としての機能を維持するため、適正

な維持管理を行います。 

・予防保全型維持管理により長寿命化を図ります。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費

の削減に努めます。 

・将来の更新に備えて、基金の積み立てにより建設財源の確保に努めます。 

・利用状況やニーズ等を踏まえて、適正規模の検討を行うとともに、他の公共

施設との複合化・多機能化を検討します。 

・新耐震基準を満たしていない建物については、耐震補強または建替えの検

討を進めます。 

 

表６－１

 

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

町役場本庁舎 丁ノ町2160 庁舎等 S35 5,293.11

花園支所庁舎 花園梁瀬645-4 庁舎等 S55 1,177.76

三谷水防庫 三谷1587-4 消防施設 S42 59.34

笠田東水防庫 笠田東603 消防施設 S44 50.00

妙寺防災倉庫 妙寺19-10 消防施設 S45 57.38

佐野消防庫 佐野589 消防施設 S47 97.58

高田消防庫 高田706 消防施設 S47 16.52

中飯降消防庫 中飯降1620 消防施設 S49 87.14

天野水防庫 下天野940 消防施設 S49 24.00

梁瀬消防器具庫 花園梁瀬553 消防施設 S52 69.30

平沼田消防庫 東渋田661-1 消防施設 S53 75.51

丁ノ町消防庫 丁ノ町404 消防施設 S55 79.20

南垣内消防器具庫 花園北寺476 消防施設 S61 14.50 ○

久木消防器具庫 花園久木28 消防施設 S62 16.50 ○

四郷消防庫 広口1168 消防施設 S63 70.89 ○

笠田東消防庫 笠田東396-3 消防施設 H1 71.40 ○

天野消防庫 下天野939 消防施設 H3 73.40 ○

大谷地域コミュニティ消防センター 大谷199-17 消防施設 H11 83.00 ○

三谷地域消防コミュニティセンター 三谷1637-1 消防施設 H12 95.07 ○
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表６－１（つづき） 

 

 

 

２ 学校教育系施設 

（１）現状 

学校規模の適正化による小中学校の統廃合を進めた結果、小学校５校、中

学校２校となっています。 

（２）今後の方針 

・教育はもとより、コミュニティの場として、また災害時の避難場所としての機能

を維持するため、適正な維持管理を行います。 

・予防保全型維持管理により長寿命化を図ります。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費

の削減に努めます。 

・将来の更新に備えて、基金の積み立てにより建設財源の確保に努めます。 

・老朽化が進んでいる施設については、改修等の検討を進めます。 

・児童生徒数の減少が予想される中、最善の学習環境となるよう施設設備の

充実に努めると共に、他の機能との連携など余裕教室の有効活用を検討しま

す。 

 

表６－２ 

 

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

西部地区消防センター 萩原340-1 消防施設 H13 55.00 ○

中南消防器具庫 花園中南239 消防施設 H13 59.85 ○

新子消防器具庫 花園新子96 消防施設 H14 73.41 ○

第1分団第1部納庫 妙寺433-88 消防施設 H19 115.36 ○

渋田コミュニティ消防センター 東渋田333-2 消防施設 H24 153.47 ○

防災センター 丁ノ町2336-3 その他行政系施設 H8 809.70 ○

計 25施設 8,778.39

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

梁瀬小学校 花園梁瀬567-1 学校 S37 912.14

笠田中学校 笠田東132 学校 S37 6,004.39 ○

妙寺中学校 妙寺581 学校 S56 6,443.00 ○

大谷小学校 大谷338 学校 H2 2,905.12 ○

笠田小学校 笠田東558 学校 H23 4,437.00 ○

渋田小学校 東渋田151-1 学校 H23 2,645.50 ○

妙寺小学校 妙寺857 学校 H24 5,125.50 ○

計 7施設 28,472.65
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３ 公営住宅 

（１）現状 

 町営住宅は２０団地４９５戸（平成２８年３月末現在）、定住促進住宅５９戸、コミ

ュニティ住宅は１６戸あり、妙寺団地（建替前１５５戸、建替後１２５戸）は平成３５

年度までの計画で建替えを行っています。 

（２）今後の方針 

・「かつらぎ町営住宅長寿命化計画」に基づき適正に維持管理します。 

・定期的な点検を実施し、予防保全型維持管理及び耐久性の向上等を図る

改善を実施することによって長寿命化を図ります。 

・改修工事については外壁や屋根の防水性の向上を優先させることで躯体の

長寿命化を図り、効果的・効率的なライフサイクルコストの縮減を行います。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費の

削減に努めます。 

・老朽化等により住宅の更新時期が近づいたものについては、廃止も含め検

討し、供給に必要な戸数の確保に努めます。 

 

表６－３

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

丁通災害住宅　 新田34-7 公営住宅 S27 30.00

緑ヶ丘災害住宅　 佐野373-16 公営住宅 S28 32.00

東新町団地　 妙寺399 公営住宅 S30 858.00

西新町団地　 妙寺399 公営住宅 S32 212.00

妙寺団地 丁ノ町817 公営住宅 S36 7,427.45

笠田団地　 笠田東215 公営住宅 S39 4,453.00

桜ヶ丘定住促進住宅 佐野852 公営住宅 S41 2,316.13 ○

渋田団地 西渋田28 公営住宅 S44 1,714.00

松山団地 佐野667 公営住宅 S47 1,188.00

丁ノ町団地 丁ノ町478 公営住宅 S50 657.64

大谷団地 大谷1208 公営住宅 S51 900.00

花園団地 花園梁瀬1515-3 公営住宅 S52 789.90

桃の木団地 東渋田651-11 公営住宅 S53 550.00

清滝団地 花園梁瀬1534 公営住宅 H1 668.40 ○

北寺団地 花園北寺95 公営住宅 H5 895.80 ○

臼谷団地 花園梁瀬1958-1 公営住宅 H10 309.80 ○

新城団地 新城227-1 公営住宅 H11 149.86 ○

志賀団地 志賀1363 公営住宅 H11 238.26 ○

妙寺東団地 妙寺1192 公営住宅 H13 475.14 ○

渋田第2団地 西渋田20-2 公営住宅 H14 823.20 ○

新城第2団地 新城899-1 公営住宅 H14 149.86 ○

高田コミュニティ住宅 高田235-4 公営住宅 H17 1,176.92 ○

計 22施設 26,015.36
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４ 公園施設 

（１）現状 

公園の施設は６施設あり、スポーツ施設として整備された公園が３施設、その

他の公園施設として整備されたものは３施設です。 

（２）今後の方針 

・計画的に施設の点検を行い、今後も清潔な利用環境を保つため、適正な維

持管理を行います。 

・予防保全型維持管理により長寿命化を図ります。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費の

削減に努めます。 

 

表６－４ 

 

 

５ 供給処理施設 

（１）現状 

不燃物中間処理場は、ごみ袋・不燃ごみ用コンテナ置場、不燃物分別作業ス

ペース、収集車両用車庫として利用しています。 

し尿処理施設は町村合併時から稼働しておらず、再稼働の予定はありません。 

（２）今後の方針 

・災害時に急遽利用せざるを得ない状況も考えられるため、必要な維持補修を

行い、機能維持を図ります。 

表６－５  

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

不燃物中間処理場　 笠田東1271-10 供給処理施設 S53 240.33

し尿処理施設 花園梁瀬343-2 供給処理施設 H2 194.33 ○

ゴミ処理場倉庫 花園梁瀬343-2 供給処理施設 H5 68.40 ○

計 3施設 503.06

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

かつらぎ公園　便所等 丁ノ町2527 公園 H6 124.80 ○

御所地区農村公園　便所 御所63-1 公園 H13 27.90 ○

妙寺駅前公衆トイレ 丁ノ町2228-11 公園 H22 33.95 ○

河南公園公衆便所等 東渋田626-11 公園 H25 51.69 ○

佐野公園公衆便所等 佐野808-1 公園 H25 7.97 ○

中飯降公園公衆トイレ 中飯降1344-97の一部 公園 H27 13.73 ○

計 6施設 260.04
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６ 子育て支援施設 

（１）現状 

平成２８年４月に保育所・幼稚園を統廃合し、両機能を併せ持つこども園２園

を整備しました。 

学童保育施設は、町内に２施設（笠田幼稚園・妙寺小学校余裕教室）ありま

すが、笠田幼稚園は老朽化が進んでいます。 

児童館は町域に１１施設配置されています。このうち、他の施設と共用している

のは大谷児童館・四郷児童館・笠田西部児童館の３館です。 

（２）今後の方針 

・安全な子育て環境の維持と、コミュニティ活動の活動拠点としての機能を維

持するため、適正な維持管理を行います。 

・予防保全型維持管理により長寿命化を図ります。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費の

削減に努めます。 

・老朽化している学童保育施設については、小学校の余裕教室の有効活用を

含め、施設の改修等の検討を進めます。 

・利用状況やニーズ等を踏まえ、他の公共施設との複合化・多機能化を検討

します。 

・平成２７年度末で用途を廃止した幼稚園・保育所については、売却や貸付に

よる税外収入の確保など、活用方法を検討します。 

 

表６－６

 
 

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

丁ノ町保育所 丁ノ町280 幼保・こども園 S29 729.12

大谷幼稚園 大谷147-1 幼保・こども園 S30 399.93

笠田保育所 笠田東487-1 幼保・こども園 S44 429.55

笠田幼稚園 笠田東558 幼保・こども園 S44 726.70

妙寺幼稚園 西飯降28 幼保・こども園 S44 751.25

四郷保育所 滝231-5 幼保・こども園 S46 292.11

渋田幼稚園 東渋田151-1 幼保・こども園 S46 310.20

渋田保育所 東渋田41-1 幼保・こども園 S48 352.77

花園幼稚園 花園梁瀬664-5 幼保・こども園 S48 122.15

中部保育所 大谷824 幼保・こども園 S50 699.00

妙寺保育所 妙寺427-4 幼保・こども園 S51 985.16

中飯降保育所 中飯降1062-1 幼保・こども園 S53 594.15

三谷こども園 三谷1650 幼保・こども園 H14 2,657.61 ○

佐野こども園 佐野827-1 幼保・こども園 H27 2,243.09 ○
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表６－６（つづき） 

 

 

 

７ 保健・福祉施設 

（１）現状 

高齢福祉にかかる施設は５施設、保健施設は３施設あります。このうち、保健

福祉センターは、平成１２年に耐震改修を行い、地域福祉センターは、平成２８

年度に大規模改修を実施しています。 

（２）今後の方針 

・保健福祉活動や高齢者福祉活動の拠点としての機能を維持するため、適正

な維持管理を行います。 

・予防保全型維持管理により長寿命化を図ります。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費の

削減に努めます。 

・利用状況やニーズ等を踏まえ、他の公共施設との複合化・多機能化を検討

します。 

 

表６－７ 

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

丁ノ町児童館　 丁ノ町297-1 幼児・児童施設 S41 197.64

西渋田児童館　 西渋田124-1 幼児・児童施設 S43 281.67

山崎児童館 山崎184 幼児・児童施設 S45 228.00

高田児童館 高田67-2・68-2 幼児・児童施設 S46 300.03

平沼田児童館 平沼田182 幼児・児童施設 S48 197.61

名山児童館 東渋田620-1 幼児・児童施設 S51 451.94

笠田東児童館 笠田東353-1 幼児・児童施設 S52 855.90

中飯降児童館　 中飯降284-1 幼児・児童施設 S56 382.80

計 22施設 14,188.38

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

保健福祉センター 丁ノ町2148-1 保健施設 S40 1,860.18 ○

花園保健福祉館 花園中南250 保健施設 S41 165.00

花園保健センター 花園梁瀬1486-5 保健施設 H8 422.75 ○

かつらぎ町老人憩の家 萩原65-1 高齢福祉施設 S46 322.96

花園老人憩の家 花園梁瀬736-4 高齢福祉施設 S49 308.78

高齢者生活福祉センター 花園梁瀬1578-2 高齢福祉施設 H2 712.96 ○

ゆうゆうコミュニティホーム 妙寺146-2 高齢福祉施設 H4 291.84 ○

地域福祉センター 丁ノ町2338-2 高齢福祉施設 H5 1,294.75 ○

計 8施設 5,379.22
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８ 医療施設 

（１）現状 

天野診療所は、建築後２６年が経過しており、一部老朽化による劣化がみられ

ますが、業務には支障ありません。診療は隔週木曜に行っています。 

（２）今後の方針 

・予防保全型維持管理により長寿命化を図ります。 

・利用状況を踏まえて、診療所の廃止も含めた総合的な検討を進めます。 

表６－８ 

 

 

 

９ 市民文化系施設 

（１）現状 

地域交流センターについては、６施設あり、地域住民相互の交流と生活文化

の向上を目的とした施設で、四郷・天野地域交流センターについては、体験学

習等ができる都市部と農村の交流を目的とした施設となっています。 

町設置の集会施設については、１４施設あり、管理や維持費については地域

で負担しています。 

かつらぎ総合文化会館は町内唯一の多目的文化施設であり、町民の文化水

準を高めるためにも非常に重要な役割を担っています。 

（２）今後の方針 

・地域交流センターについては、町内外からの利用を想定した施設であり、適

正な維持管理を行います。 

・集会所については、地域活動において必要な施設であり、適正な維持管理

を行います。 

・予防保全型維持管理により長寿命化を図ります。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費の

削減に努めます。 

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

天野診療所 下天野942-1 医療施設 H2 80.99 ○
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表６－９ 

 
  

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

久木集会所 花園久木284 集会施設 S28 145.00

花園集会所 花園梁瀬548 集会施設 S40 211.00

生活改善センター 花園梁瀬603 集会施設 S44 277.00

四郷地域交流センター「ともがき」 広口1197 集会施設 S46 1,379.60 ○

梁瀬集会所 花園梁瀬1567 集会施設 S47 129.00

中飯降地域交流センター　 中飯降1448-1 集会施設 S50 541.77

河南地域交流センター 東渋田667-1 集会施設 S52 486.78

丁ノ町地域交流センター 丁ノ町459-1 集会施設 S53 531.00

中飯降コミュニティセンター 中飯降1646-4 集会施設 S55 148.40

大谷地域交流センター 大谷868-1 集会施設 S56 351.21

新町集会所 妙寺433-157 集会施設 S58 91.61 ○

清滝団地集会所 花園梁瀬1513 集会施設 H3 90.00 ○

天野地域交流センター「ゆずり葉」 下天野930 集会施設 H5 2,242.44 ○

南垣内集会所 花園北寺461 集会施設 H9 56.21 ○

北寺集会所 花園北寺95 集会施設 H10 54.94 ○

萩原コミュニティセンター 萩原353-2 集会施設 H11 277.90 ○

窪ふるさと館 窪140 集会施設 H12 167.49 ○

池之窪集会所 花園池之窪76 集会施設 H12 27.50 ○

移レストハウス 移82-1 集会施設 H13 239.43 ○

背ノ山ふれあいセンター 背ノ山319 集会施設 H14 188.31 ○

臼谷集会所 花園梁瀬1958-1 集会施設 H15 65.39 ○

中越集会所 花園梁瀬1660 集会施設 H15 65.39 ○

滝谷集会所 花園梁瀬195 集会施設 H16 41.51 ○

かつらぎ総合文化会館 丁ノ町2454 文化施設 H5 5,563.50 ○

計 24施設 13,372.38
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１０ 社会教育系施設 

（１）現状 

公民館は単独で設置されているものが８館あり、地域の生涯学習の拠点となっ

ています。 

川上酒かつらぎ文化伝承館は、かつらぎ町の文化財行政の拠点として、伝統

文化及び産業の伝承と地域文化の振興を図るため、資料の収集及び展示を目

的としています。 

花園地域には図書館が１館設置されています。 

（２）今後の方針 

・公民館は生涯学習施設として、また災害時の避難場所としての機能を維持

するため、適正な維持管理を行います。 

・川上酒かつらぎ文化伝承館は、適正な維持管理を行うとともに、施設の有効

活用を検討します。 

・予防保全型維持管理により長寿命化を図ります。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費の

削減に努めます。 

・新耐震基準を満たしていない建物については建替えの検討を進めます。 

・改修や建替えにあたっては、施設の複合化、類似機能の共有化を検討しま

す。 

 

表６－１０ 

 

  

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

三谷公民館 三谷1670-2 公民館等 S46 364.35

笠田公民館佐野分館 佐野550-1 公民館等 S49 748.40

妙寺公民館 妙寺445-1 公民館等 S52 1,108.79

天野公民館 志賀350 公民館等 S53 228.56

見好公民館 東渋田50 公民館等 S53 516.00

大谷公民館 大谷288-5 公民館等 S57 505.82 ○

四邑公民館 御所8-2 公民館等 H10 2,174.72 ○

川上酒かつらぎ文化伝承館 丁ノ町2470-1 公民館等 H9 532.80 ○

笠田ふるさと交流館 笠田東396-3 公民館等 H13 1,119.48 ○

地域文化振興施設　図書館 花園梁瀬639-1 公民館等 H15 57.28 ○

計 10施設 7,356.20
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１１ スポーツ・レクリエーション系施設 

（１）現状 

スポーツ施設は３施設あり、そのうち、かつらぎ体育センターは年間約１万７千

人が利用し、町内のスポーツ振興には欠かせない屋内施設です。 

レクリエーション施設は８施設あり、すべて花園地域に設置されています。その

うち、花園恐竜館は休館しています。 

（２）今後の方針 

・スポーツ振興やレクリエーションの拠点として、利用者に快適な環境を提供す

るため、適正な維持管理を行います。 

・予防保全型維持管理により長寿命化を図ります。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費の

削減に努めます。 

・新耐震基準を満たしていない建物については建替えの検討を進めます。 

・現在使用していない施設や稼働率の低い施設は、利用者のニーズを踏まえ、

廃止も含め用途変更等の検討を行います。 

・老朽化している花園守口ふるさと村は、友好提携している守口市と協議をし

ながら、集客につながる改修・周辺整備について検討を進めます。 

 

表６－１１ 

 

 

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

かつらぎ体育センター 丁ノ町2527 ｽﾎﾟｰﾂ施設 S54 1,433.93

東渋田軽スポーツセンター 東渋田428-8 ｽﾎﾟｰﾂ施設 H4 164.27 ○

かつらぎ公園スポーツセンター 丁ノ町2527 ｽﾎﾟｰﾂ施設 H18 331.66 ○

新子ふるさと村 花園新子96 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 S46 305.80

花園守口ふるさと村　 花園梁瀬919 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 S51 1,940.84

金剛緑地広場 花園新子256-1 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 S58 1,474.08 ○

ゲートボール施設 花園梁瀬781 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 H1 827.75 ○

花園恐竜館 花園梁瀬872 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 H6 486.75 ○

北寺キャンプ場 花園北寺111-1 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 H6 73.60 ○

中南森林公園 花園中南42 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 H12 243.00 ○

新子森林公園 花園新子438 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 H14 175.25 ○

計 11施設 7,456.93
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１２ 産業系施設 

（１）現状 

産業系施設として建設された施設のうち、農機具格納庫・水稲共同育苗施

設・河南地区農作物加工施設・かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施

設などの１６施設は、生産・加工・販売等、農業振興を図るための施設です。また

新規作物地域ブランド定着施設などの４施設は、地域コミュニティの拠点としての

機能を担っています。 

商工業の振興を図るための施設は６施設あり、現在ほとんどの施設は民間団

体等が管理・運営しています。 

（２）今後の方針 

・農業振興、地域コミュニティや観光の拠点としての機能を維持するため、適正

な維持管理を行います。 

・予防保全型維持管理により長寿命化を図ります。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費の

削減に努めます。 

・施設の利用状況について検証を行い、遊休資産の売却や貸付など、施設の

活用について検討を行います。 

 

表６－１２ 

 

  

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

梁瀬内職場 花園梁瀬539 産業系施設 S40 257.00

天野自然休養村管理センター 下天野935-1 産業系施設 S51 306.53

丁ノ町大型共同作業場 丁ノ町459-3 産業系施設 S51 350.00

新子養魚場資材庫 花園新子256 産業系施設 S51 25.00

産業振興センター 中飯降1684-1 産業系施設 S52 174.96

笠田東農機具格納庫 笠田東636-18 産業系施設 S53 85.00

かつらぎ町桃選果場 寺尾54-168 産業系施設 S54 1,094.57

花園生産物直売所 花園久木364-26 産業系施設 S55 558.12

丁ノ町農機具格納庫 丁ノ町402-7 産業系施設 S55 56.00

大谷農機具格納庫 大谷828-2 産業系施設 S55 80.30

大谷農機具格納庫 別館 大谷875-1 産業系施設 S55 36.21

広口生活改善センター 広口476 産業系施設 S55 197.95

平生活改善センター 平93 産業系施設 S55 192.00

茶屋出農業会館 妙寺1008 産業系施設 S55 105.20

平沼田農機具格納庫 寺尾263-3 産業系施設 S56 67.93

滝郷土文化保存伝習施設 滝872-4 産業系施設 S56 234.52
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表６－１２（つづき） 

 

 

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

大林共同作業場 広口924 産業系施設 S56 43.10

大久保共同作業場 平652 産業系施設 S56 57.28

二の宮へき地集会所 広口1199 産業系施設 S56 45.13

佐野農機具格納庫 佐野548-1 産業系施設 S57 210.74 ○

東谷ふるさとセンター 東谷1847 産業系施設 S57 339.98 ○

中飯降農機具格納庫 中飯降1542-1 産業系施設 S58 87.91 ○

下津川多目的集会所 平1373 産業系施設 S58 63.00 ○

宮本集会所 宮本13 産業系施設 S59 115.68 ○

水耕栽培施設 大谷815-5 産業系施設 S61 3,708.00 ○

きのこ生産施設 花園梁瀬818 産業系施設 S62 1,009.17 ○

新城農作業準備休養施設 新城879-1 産業系施設 S63 198.74 ○

御所観光休憩所 御所245 産業系施設 H3 72.77 ○

中南集荷作業所 花園中南185-1 産業系施設 H3 60.00 ○

敷地共同作業所 花園梁瀬539 産業系施設 H4 39.70 ○

軽企業誘致工場 花園梁瀬1632 産業系施設 H5 624.79 ○

磨き丸太倉庫 花園梁瀬818 産業系施設 H5 130.44 ○

活性化センター 妙寺1839-1 産業系施設 H7 1,828.93 ○

あんぽ柿加工処理施設 妙寺1846-4 産業系施設 H8 695.00 ○

都市と農村の交流施設 西飯降612-1 産業系施設 H8 163.62 ○

新規作物地域ブランド定着施設 笠田中256-19 産業系施設 H10 275.83 ○

広野高齢者活動促進施設 短野210-1 産業系施設 H10 200.00 ○

ふれあい会館 志賀1347-3 産業系施設 H10 970.71 ○

水稲共同育苗施設 大谷1190-2 産業系施設 H11 1,556.90 ○

地域食材供給センター 窪487-2 産業系施設 H11 323.29 ○

河南地区農産物加工施設 寺尾54-168 産業系施設 H12 166.70 ○

志賀加工・体験施設 志賀1348-2 産業系施設 H12 163.00 ○

奥高野道しるべ 花園梁瀬750 産業系施設 H12 98.75 ○

乾燥調整施設 大谷1190-2 産業系施設 H13 75.16 ○

天野観光案内所 上天野786 産業系施設 H14 59.54 ○

妙寺駅舎施設　 丁ノ町2226-4 産業系施設 H16 142.43 ○

笠田駅前観光案内所 笠田東19-1 産業系施設 H22 25.82 ○

かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設 笠田東1271 産業系施設 H27 415.82 ○

計 48施設 17,789.22
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１３ その他の公共施設 

（１）現状 

その他の公共施設は、斎場、公衆トイレ、旧小中学校など、他の施設分類に

属さない施設です。 

公衆トイレについては１２施設あり、観光客を迎える環境整備の一環として設

置し活用されています。 

（２）今後の方針 

・公衆トイレは、清潔な利用環境を保つため、適正な維持管理を行います。 

・田舎暮らし体験施設は、移住定住促進を図る施設として、適正な維持管理

を行います。 

・予防保全型維持管理により長寿命化を図ります。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費の

削減に努めます。 

・既に用途を廃止している旧施設については、売却や貸付による税外収入の

確保など、活用方法を検討します。 

表６－１３

 

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

田舎暮らし体験施設（天野地区） 下天野1042-2 その他 不明 77.60

田舎暮らし体験施設（新城地区） 新城753-2 その他 S29 259.42

旧新城小学校 新城243 その他 S36 658.68

旧中学校職員住宅　職員住宅（下） 花園梁瀬538-2 その他 S42 105.79

旧広口児童会館　 広口1542 その他 S44 45.36

旧四郷児童館 滝231-2 その他 S45 290.48

旧星山児童会館　 星山219 その他 S47 89.00

旧四邑公民館 御所8-6 その他 S47 230.00

旧久木プール 花園久木281 その他 S47 41.17

旧短野児童会館 短野1144 その他 S48 54.81

旧平沼田町民プール 東渋田674-2 その他 S49 24.84

旧中飯降町民プール 中飯降1614-1 その他 S50 67.05

旧丁ノ町第2町民プール 丁ノ町463-1 その他 S50 38.35

旧笠田東町民プール 笠田東603-1 その他 S50 53.50

旧高田町民プール 高田746-1 その他 S50 12.10

かつらぎ斎場 妙寺1471-17 その他 S57 1,035.75 ○

旧志賀小学校 志賀1214 その他 S59 975.63 ○

旧中学校職員住宅　職員住宅（上） 花園梁瀬548 その他 S60 21.37 ○

旧花園中学校 花園北寺189-1 その他 S63 1,803.11 ○

旧花園温泉施設 花園梁瀬762 その他 S63 900.36 ○

公衆便所　梁瀬 花園梁瀬749 その他 S63 23.52 ○

公衆便所　北寺 花園北寺6-1 その他 H6 21.79 ○

公衆便所　久木 花園久木282 その他 H8 14.40 ○
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表６－１３（つづき） 

 

１４ インフラ 

（１）道路・橋りょう 

・道路の老朽化に伴い、定期的な点検を実施し、適切な維持管理を行います。 

・計画的に修繕等を実施することにより、安全性を確保し維持管理費の削減に

努めます。 

・橋りょうについては、長寿命化修繕計画を基本とし、計画的な維持管理を実

施することにより、橋りょうの長寿命化を図るとともに、維持管理コストの縮減に

努めます。 

（２）上水道（配水管等） 

・独自に水道ビジョン、アセットマネジメント及び経営戦略を策定し、老朽化した

配水管等の計画的な更新を行います。 

・人口減少等による水需要減少に注視し、適正な事業規模と維持管理を実現

する取り組みを進めます。 

・予防保全と長寿命化の考えに基づいた維持管理を行い、更新費用のピーク

を平準化します。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費の

削減に努めます。 

（３）下水道（汚水管等） 

・独自にストックマネジメント、経営戦略を策定し、計画に基づいた維持管理を

実施することで管渠の長寿命化を図り、維持管理費の削減に努めます。 

・予防保全型維持管理により長寿命化を図り、今後必要となる更新費用を

平準化します。 

・より効果的な管理運営方法、省エネルギー方策などを検討し、維持管理費の

削減に努めます。 

施　設　名 所在地 中分類 建築年度
延床面積

（㎡）
耐震化

公衆便所　中南 花園中南239 その他 H8 30.60 ○

公衆便所　臼谷 花園梁瀬1958 その他 H16 12.60 ○

公衆便所　町石道神田 神田10-1 その他 H18 8.39 ○

公衆便所　笠田駅前 笠田東19-1 その他 H26 31.89 ○

公衆便所　大久保 平433 その他 H26 22.53 ○

世界遺産町石道駐車場公衆便所 下天野797 その他 H27 41.77 ○

公衆便所　河南 寺尾54-168 その他 H27 21.29 ○

中飯降駅前公衆トイレ 中飯降236 その他 H27 12.15 ○

ふれあい会館公衆トイレ 志賀1347-3 その他 H27 33.12 ○

宝来山観光トイレ 萩原60 その他 H27 25.10 ○

計 33施設 7,083.52


